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水を向ける 。溜飲ぃⅢりが下が る
【水を向ける】◇相手の関心を、あることに向けるように、

けること。

【溜紙が下がる】◇うぅ積 した不平不満が消え、せいせいした気分になること。

第3固 定例会が9月 28日に閉会しました。今議会は紙夜 (翌朝 6時 まで)が 1回 と

深夜の12時適ぎ迄が2回 ありました。重要な葉作の善醸なら何日でも結構なのですが
その原囚は あ る鼓貞が公党の複数韻月に |あなたがたは 『密法1=ヤちなければなら
ないが 法 律1ますらなくてもいいJと 過去に何回も言ってきた人達だJ「 この提出さ
れたこの条例業は江東区のものをバクフたものだJ「 過去に r行政制をIL祭りにあげ
るJと 言った 1等 と質lH5の最中に発言 したことが発端でした。

最終的には 発 言を取りlrにて収ま‐たのですが な んと

も無駄な時間と経資を費やしたことが 皆 模も階聴したリイ
ンターネットの中森 (録画もあります)で  今 の船橋市議会
のていたらくを見てください。情けない限りです。

そんな議会でしたが 私 は所属する 「新風Jと  「 わヽがや
宮J「 リベラルJの 3会 派を代表して 「議実質疑Jと 「一般
tt問J B本 共産党から担出された条例案に対する質問 合

計3回 の合ナRを しました。今回は 44g間 の一部です。

①市の財政負担減のために民間力の活用を

市の財 lkは国の交付金等を昨けば、市民枕や回定覧産税等で、ほとんど

が管Frからの社合によって賄われています。無氏を省き少しでも財政負担
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を減 らすには、民間の力を活用すべきと思います。

東京の当島区では、区庁合のせ替えに民間の力を

情 りることになりました。地下3階 、lt上48階の高

層マンションを建て、9階 までを区役所が使用 し、

10幡以上を分護マンションとします。建て増える場

所は現在の区庁全の近 くの小学校跡地ですぅ現在使

用 している区庁舎は賞間に貸 し出し、新庁合建設資
の際に一時負担はあるものの、新庁舎が完成しても

負rHがあるどころか、最終的に10億円が区の取入と

『器 きていることわぎ』
価橋市議会議員

千"E日 燿監 身(("んだけら承う議会報告



なるとのことです。ケのような話ですが、これは現実であり、私はこのよ

云与憲袴をぞ忌垢手↑島霜縁坐繁『警撲猛と,督合
然
 窪

現在、白勁販売機は、市庁合に16台、公民館等に72台、北部清掃工場等

に31台、アンデルセン公園等には55台、その他、公共jth設には非常に多く

設世されています。公民館には12台が既に設置されているそうですが、外
の公共施設にもこの無村でAEDが 入子できる自動眠売犠を設置 してはど

うか、と 『水を向けてJみ ました,

_1猪』告皆】を暑普雪
徐客督智驚憂皇融と智斗参マ宕矢幕唇最イニほ誓手年十

この方法は 財 政負担なくAEDの 普及が推進できる ま さに民Fpl力の活用で
あり 市 にとっても良い方法であると考えています。今後についても サ ース契
約文は購人等による市施設への導入ど併せて 設 置施設の条件母を期案し 将 力
飲ll水の自動販売機を活用 したAEDの 設置を進あてまいります。

②公共事業工事発注に際して く随憲 入 札を問わす)

船橋市での指名競争入本しは、設合をしにくくするために、平成15年度か

ら 180万円を超える工事は 入 1し書を却送 し決定後に奪杢するダイレクト

型一般競争入札をしていますδ

130方円以下は ほとんど随音契約です。学校の修繕二

事は市内の数十社の業者に発注していますが、市営住宅
の修絡や郷修工3Jrを発としている業者はたったの2■ し

かありません。この2社 だけに何年も続けて発注してい

るのです。
その理庄は 「市営住宅を常に良好な状態で入居者に利用して戴 くために、

365H24時 間ほ勢で対応する必要があり、緊急修塔の対応をするのに、こ

の2Jモが施設に対通 しているのでな類しているJと のことでした。

また、8月 31日に行われた 「船橋市総合lj災引練J

での反省会で 「来AEDを 多く設置 して徳 しいJと い

う意見か多数あり、説べたら、飲料水の自動販売機を

設置すると、AED内 蔵の自動販売機を設置 したり、

AEDを 寄R曽する業者があることが分かヽりました。

私は 「いつ も工事を していれば情通するのは当たり前

だ。後付けの理 Fけであり、市内のほとんどの業者は24時

切対応できるはすだ し、できない業者を探すほうが難 し

い●lFEらない発とをすべきであるJと 回各を求めました。
一 建築部長の答弁 ―

今後は偏らず広く多くの業者に発注するようにします。

◇まさに 『調飲'1下がるJ答 チで した。
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24時間OKた よ


